
はじめにお読みください 

▼「ZEBプランナー登録公募要領」及び「よくあるご質問」をご確認ください。 
アカウント取得申込を行う前に、一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「SII」という）のホーム
ページに掲載されている「ZEBプランナー登録公募要領」及び「よくあるご質問」を必ずご確認 
ください。 

 

▼ZEBプランナー・ポータルサイトについて 
ZEBプランナー登録申請に際して、書類の一部をWeb上のZEBプランナー・ポータルサイトで作成
します。 
ポータルサイトに入力した情報は、SIIのデータベースに登録され、登録申請内容の確認の過程で 
活用されます。 
「ZEBプランナー登録公募要領」及び本手引き等を参照し、ポータルサイトに必要項目を 
正しく入力してください。 

ZEBプランナー 
登録申請の手引き 

平成３１年度 
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業 

２０１９年４月 
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1. 登録申請上の注意 

(1) 「ZEBプランナー登録公募要領」及び「よくあるご質問」を事前に 
  よくお読みください。 
  登録に必要な事柄はこの２つに記載されています。 
  あらかじめすべてに目を通し、理解したうえで登録申請してください。 
 
(2) ポータルサイトの入力が終わっても、ZEBプランナー登録申請は 
  完了しません。書類を出力し、他の提出書類と併せてSIIに送付して 
  ください。 
 
(3) ZEBプランナー登録申請者（及び登録後のZEBプランナー）が 
  SIIに提出する書類は、いかなる理由があってもその内容に虚偽があっては 
  いけません。 
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2. ZEBプランナー登録申請の流れ 

ポータルサイト・アカウント取得申込 
  SIIホームページに設置したアカウント取得の申込書類に必要事項を 
  入力し、手続きを行ってください。（→Ｐ.４～５） 
 
 

ポータルサイトへの情報入力 
  数営業日以内にアカウント情報を通知するメールが届きます。 
  メールに記載されているZEBプランナー・ポータルサイトのＵＲＬにアクセスし、 
  取得したアカウント情報（ユーザー名、初期パスワード）でログイン後、必要事項を 
  入力してください。（→Ｐ.６～１２） 
 
 

ZEBプランナー登録申請 
  ポータルサイト上で生成されるＰＤＦを出力し、他の提出書類（Ｐ．１５、Ｐ．１６）と 
  併せてSIIが指定する方法でファイリングのうえ、SIIへ送付してください。  （→Ｐ.１７） 
 
 
 

申請内容の確認【SII】 
  SIIは、ZEBプランナー登録申請内容について確認します。 
 
 
 
 

登録票の確認 
  確認完了後、SIIのホームページで公表する「ZEBプランナー登録票」をSIIが作成し、 
  ポータルサイトにアップロードしますので、確認してください。 （→Ｐ.１８） 
 
 

ZEBプランナー登録証の交付と公表【SII】 
  SIIは、確認が完了し、適正であると認めた登録申請者に対して、ZEBプランナー 
  登録証を交付します。 
  ZEBプランナーの公表は、SIIホームページにて随時行います。 （→Ｐ.２０） 
 

 
[1] 公募【SII】 

 
↓ 
 

[2] ポータルサイト・ 
アカウント取得申込 

 
↓ 
 

[3] ポータルサイト 
への情報入力 

 
↓ 
 

[4] ZEBプランナー 
登録申請 

（必要書類の送付） 
 

↓ 
 

[5] 申請内容の 
確認【SII】 

 
 

↓ 
 
 

[6]ZEBプランナー 
登録証の交付と 

公表 
 
 

公募 

ポータルサイト・ 
アカウント取得申込 

ポータルサイトへの 
情報入力 

ZEBプランナー 
登録申請 

（申請書類の送付） 

申請内容の確認 

ZEBプランナー登録
証の交付と公表 

ポータルサイト・ 
アカウント取得申込 

ポータルサイトへの 
情報入力 

ZEBプランナー 
登録申請 

（申請書類の送付） 

申請内容の確認 
【SII】 

登録票の確認 

ZEBプランナー 
登録証の交付と 

公表【SII】 

＊注意 
・交付申請締切前の初回公表日（５月３１日（金））にZEBプランナーの登録を希望する場合は、 
 ５月９日（木）１７：００必着で、申請書類が到着するように送付してください。 
 ただし、書類に不備等がある場合には、上記期日までに申請された場合でも、当該公表日に公表できないことが 
 あるので、注意してください。 
 
・H３１年度ZEB補助金（１次公募）にZEBプランナーが関与する場合、 交付申請の時点でZEBプランナーの 
 登録申請中であっても、ZEBプランナーが関与しているものとみなします。 
 ただし、交付決定までにZEBプランナー登録が完了することを前提とし、そうでない場合は申請が取下げとなるので 
 注意してください。 
 
 

＊公募期間 
SIIは以下の期間でZEBプランナーを公募します。 
 

公募期間：  ２０１９年４月８日（月）～２０２０年１月３１日（金） １７：００必着 
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3. ポータルサイト・アカウント取得申込 

(1) アカウント取得申込書をダウンロードする 

  SIIホームページ（https://sii.or.jp）にアクセスします。 
  「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業」→「ZEBプランナー公募」と進んでください。 
  「ZEBプランナー公募」のページ最下部にあるExcelファイル「ZEBプランナー・ポータルサイト・アカウント取得申込書」 
  をダウンロードしてください。 

(2) アカウント取得申込書をSIIに提出する 

  Excelファイル内の「記入例」シートを参考に、必要事項を入力してください。必要事項が入力された 
  「ZEBプランナー・ポータルサイト・アカウント取得申込書」のExcelデータを、メールにてSIIに提出してください。 
 

  【提出先】  zeb-info@sii.or.jp 
      ＊メールを受領した旨の返信はいたしません。ご了承ください。 
 
 

(3) アカウントの取得 

  アカウント取得申込から数営業日以内に、申込書に記載された「申請担当者メールアドレス」宛にメールが 
  送信されます。 
  「noreply@sii.or.jp」からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定してください。 
 
  ＊申請担当者メールアドレスに誤りがあると、メールが届きませんので、正確に記載してください。 
 
  

＊画像はH30年度のものであり、実際の画面と異なります。 
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3. ポータルサイト・アカウント取得申込 

(4) ポータルサイト パスワードの変更 

  アカウント通知メールに記載されている「初期パスワード」は、初回ログイン時のみ有効です。 
  申請担当者にて新しいパスワードを設定してください。   

重要 

＊画像はH30年度のものであり、実際の画面と異なる場合があります。 

①アカウント通知メールに記載 
  されたURLにアクセスし、 
  ユーザー名と初期パスワードを 
  入力してログインします。 
 
＊通知メールに記載されている 
  ユーザー名、URLは、ZEBプラ 
  ンナー登録後も使用しますので、 
  大切に保管してください。 

②任意のパスワードを設定し 
  （英数８文字以上）入力します。 
  確認のため同じパスワードを 
  入力し、保存します。 
 
＊変更後のパスワードはZEB 
  プランナー登録後も使用します。 
  取扱いに十分注意し、大切に 
  保管してください。 

 
 
 アカウント通知メールが届かない 
    ① アカウント取得申込書に誤ったメールアドレスを記入している場合 
       →SIIへお問合せください。 
    ② 特定ドメインの受信許可/拒否設定をしている場合 
       →予め、「noreply@sii.or.jp」のメールを受信できるよう設定してください。 
    ③ 迷惑メールフォルダに振り分けられている場合 
       →迷惑メールフォルダをご確認ください。 
 

 ログイン画面が表示されない 
    メールに記載されているURLが2行以上になっていることが原因として考えられます。 
    URLのすべてをコピーしてブラウザに入力し、アクセスしてください。 
  

 ユーザー名を忘れてしまった 
    →SIIへお問合せください。 
 

 パスワードを忘れてしまった 
    →ログインページの「パスワードをお忘れですか？」をクリックし、所定の欄に 
      「ユーザー名」を入力します。 
      申請担当者メールアドレスに再発行された「パスワード」が通知されます。 
      上記(4)の手順でパスワードを再設定してください。 

＊こんなときは 



＊適宜「仮保存」しながら入力してください。 
  入力内容を保存する前に、ブラウザの[戻る]ボタンを押したり、ページ内の[戻る]を選択したりすると、 
  入力した内容が保存されず消えてしまう場合がありますので、ご注意ください。 
 
＊ 操作をしないまま一定時間が経過すると、自動的にログアウトします。その際に自動保存はされません。 
 
＊[確認]を選択した際、必須情報で未入力の項目や入力内容に誤りがあった場合はエラーが表示され、 
  登録の完了ができません。エラー内容に従って修正してください。なお、エラーがあっても「仮保存」は可能です。 
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4. ポータルサイトについて 

(1) ポータルサイトの構成 

  ポータルサイト上部にある「タブ」でページを分けています。  

1 ホーム ZEBプランナー・ポータルサイトのホーム画面です。 

2 ZEB_プランナー_検索 
登録情報の確認、申請書類の出力、仮保存データの
編集を行う際に使用します。 

3 ZEB_プランナー_作成 
新規にZEBプランナー登録申請情報の入力を行う際に
使用します。 

4 ログアウト ログインを終了し、ログイン画面に戻ります。 

(4) 入力内容を保存する 

  画面内にある以下のボタンをクリックして、適宜保存してください。 

仮保存 入力途中で一時保存する場合、クリックしてください。 

確認 
入力完了後にクリックしてください。保存前の入力内容確認画面に移動しますので、
入力内容を確認してください。 

(3) 仮保存データを編集する 

  「ZEB_プランナー_検索」タブを選択した後、表示された登録情報の「詳細」をクリックしてください。 

1 2 3 
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(2) 新規にZEBプランナー登録申請情報を入力する 

  「ZEB_プランナー_作成」タブを選択した後、次ページ以降を参照して入力してください。 
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5. ポータルサイトへの情報入力 

(1) 登録申請者情報 

１ｰ２ 

１-１ 

１ｰ３ 

１ｰ４ 

１ｰ５ 

1-1 「法人名」は、略称等を使用せず、商業登記簿の記載通りに全角で入力してください。 
「法人名フリガナ」は全角カナで正しく入力してください。 

1-2 国税庁「法人番号公表サイト」で公表されている「法人番号」を半角数字（１３桁）で入力してく
ださい。 

1-3 商業登記簿に記載のとおりに「代表者役職」「代表者氏名」を全角で入力してください。 
「代表者氏名フリガナ」は全角カナで正しく入力してください。 

1-4 都道府県から、商業登記簿に記載のとおりに「所在地」を入力してください。 
半角数字で「郵便番号」を入力後、[郵便番号検索]をクリックすると、都道府県、市区町村が
自動反映されます。 

1-5 〔大分類〕 → 〔中分類〕の順に選択してください。 
「定款」に記載の主たる「業種」をプルダウンから選択してください。 
詳しくは総務省ホームページ「日本標準産業分類」を参考にしてください。 



２ｰ２ 

２-１ 

２ｰ3 
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5. ポータルサイトへの情報入力 

(2) 実務担当者情報 

2-1 ZEBプランナー登録申請について内容を理解しており、SIIからの問合せに対応できる方を実務
担当者としてください。SIIからの送付物、電話連絡、メール等は全て実務担当者経由で行わ
れます。実務担当者と連絡が可能な連絡先等を入力してください。 

2-2 住所は、SIIから実務担当者宛の送付物の宛先となるものを入力してください。半角数字で「郵
便番号」を入力後、[郵便番号検索]をクリックすると、都道府県、市区町村が自動的に反映さ
れます。 

2-3 携帯電話のメール（キャリアメール）アドレスは使用できません。 

(3) 役員名簿 

氏名 
・ 

役職名 

商業登記簿に記載されている全ての役員を入力してください。（監査役含む） 
商業登記簿の記載通りに全角で入力してください。外国人については、氏名漢字欄は商
業登記簿の記載通りに記入し、氏名カナ欄はカナ読みを記入してください。 
（氏名に中黒等の記号がある場合、氏名カナ欄には入力せず、氏名漢字欄には入力し
ます。） 

生年月日 和暦はプルダウン選択、年月日は全角数字２桁で入力してください。 例：１月→０１ 

性別 性別をプルダウンから選択してください。 

入力欄が不足する場合、[プランナー役員追加]を 
クリックすると、入力欄が追加されます。 
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5. ポータルサイトへの情報入力 

(4) 資格情報 ： 主な許可登録 

４ｰ２ ４-１ 

4-1 保有する許可登録等の情報を、「許可証」「登録証」に記載されている名称で正確に入力して
ください。 
＊登録種別で【設計】-「建築設計」、【設計施工】-「建築設計施工」を選択する場合 
   …必ず「建築士事務所登録」の情報を入力してください。 
＊登録種別で【設計施工】を選択する場合 
   …必ず「建設業登録関連」の情報を入力してください。 

4-2 「許可証」「登録証」に記載されている「許可番号」「登録番号」を正確に入力してください。 
 （例：東京都知事許可(特-00)第00000号、一級 東京都知事登録 第00000号） 

(5) 資格情報 ： 主な保有免許 

5-1 保有する免許・資格等の情報を「免許証等」に記載されている名称で正確に入力してください。 
＊登録種別で【設計】を選択する場合 
   …必ず「建築士、建築設備士等の資格」の情報を入力してください。 
＊登録種別で【設計施工】を選択する場合 
   …必ず「建築士、建築設備士等の資格」と「施工資格関連」の情報を入力してください。 

5-2 保有者数を半角数字で入力してください。 

５ｰ２ ５-１ 

(6) ZEBプランナー情報 ： 登録種別 

登録種別 複数の項目を選択できます。 
ZEBプランナーとして対応可能な種別にチェックを入れてください。 

登録票掲載 

登録票掲載 

登録票掲載 
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5. ポータルサイトへの情報入力 

(7) 対応可能なエリアと建物用途・規模 

7-1 複数選択可能です。該当の項目にチェックを入れてください。 

7-2 複数選択可能です。該当の項目にチェックを入れてください。 

7-3 該当の項目にチェックを入れてください。「延べ面積［ ］㎡まで対応可能」を選択した場合、対
応可能な㎡数を半角数字で入力してください。 

(8) ZEB受注に向けた自社行動計画、ZEB以外の省エネ建築物プランニング実績 

8-1 全角４００文字以内で「ZEB受注に向けた自社行動計画」を入力してください。 
改行は１文字の扱いとなります。誤字・脱字に注意し、内容をよく確認してください。 

8-2 ZEB以外の省エネ建築物（BEI ０.９以下相当、実在するものに限る）のプランニング実績件数
を半角数字で入力してください。 
※建築確認済証の交付を受け、かつZEBプランナーの登録要件を満たしている建築物で 
  あれば、竣工前の建築物も省エネ建築物プランニング実績に含めてかまいません。 
※実績がない場合は「0」と入力してください。 

７-２ 

７-１ 

７-３ 

8-２ 

8-１ 

登録票掲載 

登録票掲載 
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5. ポータルサイトへの情報入力 

(9) ZEBプランニング実績 

   ZEB（ZEB Ready以上）を達成した建築物の建築実績を入力してください。 
   ZEBの定義については「ZEBプランナー登録公募要領」をご確認ください。 

9-1 登録する建築物の名称を入力してください。 

9-2 プルダウンより選択してください。選択肢以外の建物用途は登録できません。 

9-3 半角数字で入力してください。（少数点以下切り上げ） 

9-4 地上階のみ半角数字で入力してください。地下階と塔屋は含めないでください。 

9-5 「竣工年」を半角数字（西暦）で入力してください。既存建築物の場合、ZEB工事が完了した
年を指します。 

9-6 Web計算プログラムの計算結果を半角数字で入力してください。（小数点以下切り捨て） 

9-7 Web計算プログラムの計算結果に応じて「ZEBランク」をプルダウンから選択してください。 
Web計算プログラム以外の方法（BEST等）で計算した省エネ建築物の場合、ZEBランクは
「『ZEB』（※）」「Nearly ZEB（※）」「ZEB Ready（※）」「ZEB Oriented（※）」のいずれかを選択
してください。 

登録票掲載 

9-１ 9-2 9-3 9-4 9-5 9-7 9-6 

入力欄が不足する場合、[プランニング実績追加]を 
クリックすると、入力欄が追加されます。 

＊ ZEB（ZEB Oriented以上）を達成した建築物のZEBプランニング実績を入力してください。 
  ZEBの定義については「ZEBプランナー登録公募要領」をご覧ください。 
  Web計算プログラム以外の方法（BEST等）で計算した結果、ZEB Ready以上を達成した 
  省エネ建築物のプランニング実績も記載できます。 
 
＊上位５件はSIIのホームページで公表され、６件目以降は件数のみ公表されます。 
 
＊ 建築確認済証の交付を受け、かつ『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedであることを示す 
  省エネ性能表示（BELS等）を取得している建築物であれば、竣工前の建築物もZEBプランニング実績 
  に含めることができます。 
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5. ポータルサイトへの情報入力 

(10) ZEB相談窓口（代表） 

   SIIホームページにて代表で公表する「相談窓口」を入力してください。 

10-1 建築主等からのZEBに関する問合せに対応できる連絡先を入力してください。 
郵便番号、電話番号、FAX番号、E-mail、URLは半角英数字で入力してください。 
「郵便番号」を入力後、[郵便番号検索]をクリックすると、都道府県、市区町村が 
自動的に反映されます。 

10-2 「自社のZEBまたは省エネ建築物支援業務の実績を自社ホームページ等で公表する」ことが
ZEBプランナー登録要件のひとつであるため、ＵＲＬの入力は必須です。 

(11) ZEB相談窓口（その他） 

   ZEB相談窓口（代表）以外にもZEB相談窓口を公表する場合は、「ZEB相談窓口（その他）」を入力してください。 

10-1 

10-2 

11 建築主等からのZEBに関する問合せに対応できる連絡先を入力してください。 
入力上の注意は上の10-1を参照してください。 

＊グループ会社を「ZEB相談窓口」として登録する場合、SIIホームページのZEBプランナー公募 
  より 「役員名簿」のエクセルデータをダウンロードし、グループ会社の「役員名簿」を作成し、 
  登録申請書に添付してください。 

 
 
① [確認]ボタンをクリックしてください。 
② 入力内容確認画面が表示されます。内容を確認し、[保存]ボタンをクリックしてください。 
＊ [戻る]をクリックすると、入力画面に戻ることができます。この場合、保存されませんので 
  ご注意ください。 

＊全項目の入力が完了したら 

登録票掲載 

登録票掲載 
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6. 確認用書類の出力と確認 

(1) PDFサンプル（確認用書類）の出力 

   確認用のPDFファイルを出力し、入力内容に不備がないか、確認してください。 

1 

3 4 

2 

(2) PDFサンプル（確認用書類）の確認 

   確認用のPDFファイルを出力し、入力内容が紙面に正しく反映されているか確認してください。 
   特に押印すべき書類は、提出後の修正に時間を要しますので、十分に注意して確認してください。 

（定型様式１） 
ZEBプランナー登録申請書 

（別紙２） 
ZEBプランナー登録に 

係わる誓約書 

（別紙３） 
暴力団排除に関する 

誓約事項 

（定型様式２） 
ZEBプランナー公開情報 

（定型様式２） 
ZEBプランニング実績 

（定型様式２） 
ZEB相談窓口一覧 

（別紙１） 
役員名簿 

＊「（仮）」の背景付きで表示される書類は印刷イメージの 
  確認用であり、申請書類ではありませんので注意してください。 

1 承認ステータスが「仮登録」になっていることを確認してください。 

2 ＰＤＦサンプルを出力できます。 

3 入力内容に修正がある場合、[編集]をクリックしてください。 

4 [入力完了]はまだクリックしないでください。データ修正ができなくなります。 



1 
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7. 登録申請書類を揃える 

(1) 登録申請書類（提出用）の出力 

   確認用のPDFファイルで不備がないことを確認したら、登録申請提出用の書類を印刷します。 

1 不備がないことを確認後、画面右上の[入力完了]をクリックしてください。 
＊クリック後、修正・編集ができなくなります。ご注意ください。 

2 承認ステータスが「申請書提出待ち」となっていることを確認してください。 

3 各書類をPDF出力し、印刷してください。 
＊PDFが出力されない時は、ポップアップがブロックされている場合があります。 
  その場合はポップアップブロックを解除してください。 

(2) 押印 

   「ZEBプランナー登録申請書」「ZEBプランナー登録に係わる誓約書」に押印してください。 
   ＊法人の「登録印」を押印してください。 

2 

3 

定型様式1 ZEBプランナー登録申請書 別紙2 ZEBプランナー登録に係わる誓約書 

押印 

押印 

(3) 提出書類を揃える 

   提出書類一覧（Ｐ.１５～１６）を参照し、提出書類が全て揃っているか確認してください。 
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8. 提出書類一覧 

ZEBプランナー登録申請には、以下の書類の提出が必要です。        （＊：ポータルサイトから出力） 

インデックス名 No. 
必須● 
該当○ 

書類名 備考 

①登録申請書 

1 ● 
（定型様式１） 
ZEBプランナー登録申請書＊ 

法人の登録印を押印 

2 ● 
（定型様式１） 
申請者の詳細＊ 

3 ● 
（別紙１） 
役員名簿＊ 

グループ会社を「ZEB相談窓口」
として登録する場合、SIIホーム
ページのZEBプランナー公募より
「役員名簿」のExcelデータをダウ
ンロードし、グループ会社の「役
員名簿」を作成の上、提出してく
ださい。 

4 ● 
（別紙２）  
ZEBプランナー登録に係わる 
誓約書＊ 

誓約事項を全て確認し、 
記載内容について了承の上、提
出してください。 
法人の登録印を押印 

5 ● 
（別紙３） 
暴力団排除に関する誓約事項＊ 

誓約事項を全て確認し、 
記載内容について了承したうえ
で、提出してください。 

②ZEBプランナー
公開情報 

6 ● 
（定型様式２） 
ZEBプランナー情報＊ 

7 ● 
（定型様式２） 
ZEBプランニング実績＊ 

8 ○ 
（定型様式２） 
ZEB相談窓口一覧＊ 

複数の相談窓口を登録する場
合に提出してください。 

③会社概要 9 ● 会社概要書 
・「会社名」「所在地」が含まれ 
 ること。 
・パンフレット、ＨＰでも可。 
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8. 提出書類一覧 

インデックス名 No. 
必須● 
該当○ 

書類名 備考 

④商業登記簿 10 ● 
商業登記簿 
（現在事項全部証明書） 
の写し 

申請日から３カ月以内に発行 
されたものを提出してください。 

⑤各種許可証・ 
登録証 

11 ○ 

各種許可証・登録証の写し 
 建設業許可証 
 特定建設業許可証 
 建築士事務所登録証等 

[主な許可登録］に入力した、 
各種許可証・登録証の写しを 
提出してください。登録種別で 
【設計】【設計施工】を選択した
場合、必要な許可証・登録証の
写しは必須です。 
 
登録種別が「コンサルティング 
等」で、許可証・登録証を有して
いない場合は提出不要です。 
 
「保有免許」については提出 
不要です。 
 
白黒コピー可 

⑥省エネ建築物の
プランニング実績
関連資料 

12 ● 

◆省エネ法に基づくエネルギーの 
 効率的利用のための措置の届出、 
 建築物省エネ法に基づく計画の 
 届出を行った、又は同法による 
 適合性判定を受けたことがわかる 
 書類の写し等 
◆BEI 0.9以下相当の建築物として 
 ZEB実証事業等の補助金事業の 
 交付を受けたことを示す通知等の 
 写し 
◆国、地公体等から発行された、 
  BEI 0.9以下相当の省エネ建築物 
  であることを示す証書の写し 
◆建築物省エネ法第７条に基づく 
 省エネ性能表示（ＢＥLＳ等、第三 
 者認証を受けているものに限る）の 
 省エネルギー性能評価認証の写し 

左記のいずれか、省エネ建築物
（BEI 0.9以下相当、実在するも
のに限る）のプランニング実績を
示す資料をひとつ提出してくださ
い。 
 
複数実績がある場合は、そのう
ちひとつの代表的な実績の資料
を提出してください。 
 
ZEBプランニング実績がある場合
は、優先してそのうちひとつの実
績の関連資料を提出してください。 
 
白黒コピー可 

⑦事業の実施体制
図 

13 ● 

No.12「省エネ建築物のプランニング
実績関連資料」に係わる事業の実
施体制図 
（自社がプランニングに係わっている
ことを示す実施体制図） 

「省エネ建築物名」を実施体制
図の欄外に明記してください。 
 
実施体制図内に「自社の法人
名」「自社と建築主の関係性（設
計、施工、コンサルティング等）」
を明記してください。 
 
自社を赤枠で囲う等、わかりや
すく明記してください。 

⑧公表資料 14 ● 
ZEBプランニング実績 
及び省エネ建築物プランニング実績
公表資料 

「ホームページ等のWebページで
ZEBまたは省エネ建築物プラン
ニング実績が掲載されている箇
所を印刷したもの」及び「会社案
内」等 
 
Webページでの実績公表は必須
です。 

写 

写 写 写 

写 

写 

写 

写 

or 

or 

or 

＋ 
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9. 申請書類の提出 

(1) ファイリング 

  提出必要書類を以下の方法でファイリングしてください。 
  ＊各書類の写しを控えとして必ず手元に保管してください。 

「申請書類一覧」に記載する順番で書
類を綴じ、「インデックス名」の通りに、
インデックスを上下重ならないように付
けてください。 

【インデックスの付け方見本】 

①
登
録
申
請
書 

③
Ｚ 

②
Ｚ
Ｅ
Ｂ
プ
ラ
ン
ナ
ー 

 

公
開
情
報 

【
Ｈ 

年
度
】
Ｚ
Ｅ
Ｂ
プ
ラ
ン
ナ
ー
登
録
申
請
書 

●
●
●
●
株
式
会
社 

３１ 

固定式クリアポケットの 
ファイル（Ａ４）を使用してください。 

背表紙の上１/2程度の 
スペースのうち、上部を 
２ｃｍ程度空け、 
「【H３１年度】ZEBプラン
ナー登録申請書」 と明記
してください。 

背表紙の下１/2程度の
スペースを使用し、 
申請者名（法人名）を
明記してください。 

表紙が透明なファイルを使用してください。 

ファイルの表紙、裏表紙には何も
記載しないでください。 

書類は、提出書類一覧（Ｐ.１５～１６）のNo.（ナンバー）
ごとに１ポケットに入れてください。 

(2) 書類の提出 

  ファイリングした申請書類一式をSIIへ送付してください。 

【提出先】 

  〒１０４-００６１ 東京都中央区銀座２-１６-７ 恒産第３ビル７階  

  一般社団法人 環境共創イニシアチブ 事業第２部 

   『平成３１年度 ZEBプランナー登録申請』 係 

   ＊封筒に「平成３１年度 ZEBプランナー登録申請書在中」と必ず記入してください。      

 

【発送の注意事項】 

※SIIから申請者に対して申請書を受け取った旨の連絡はいたしません。 
また、申請書到着に関するお問合せへの対応はできかねますので、 
必ず各自で配送状況が確認できる手段（簡易書留等）で送付してください。 

※申請者がSIIに送付する申請書は「信書」に該当するものが含まれることから、 
郵便物・信書便物以外の荷物扱いで発送できませんので注意してください。  

※申請書の持込みは受理しませんので注意してください。 

※送付宛先には略称「SII」を使用しないでください。 

公募期間 
２０１９年４月８日（月）～ 
２０２０年１月３１日（金） 

１７：００必着 
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10. 登録票の確認 

(1) ZEBプランナー登録票（確認用）の閲覧 

  SIIが登録申請書の確認を完了した後、ホームページ公表用の「ZEBプランナー登録票」の確認用PDFファイルを 
  SIIが作成し、ポータルサイトにアップロードします。 
  申請者はポータルサイトにログインしてPDFファイルを開いてください。 

① ポータルサイトにログインし、 
  [ZEBプランナー_検索]タブを選択します。 

② [詳細]を選択し、詳細画面へ移動します。 

③ 承認ステータスが「登録票確認中」と 
  なっていることを確認してください。 

④ ページ最下部の添付ファイル 
  （ファイル名）をクリックしてください。 
  確認用PDFファイルを開くことが 
  できます。 



19 

10. 登録票の確認 

(2) ZEBプランナー登録票の確認 

  「ZEBプランナー登録票」の内容に間違いがないか確認してください。 
  PDFは印刷するなどして、登録・公表までの控えとして保管してください。 

(3) ZEBプランナー登録票PDF確認完了 

  内容に間違いがなければ、詳細画面の右上にある[登録票確認完了]をクリックしてください。 
  また、その旨をSIIにメールにてお知らせください。 

① 登録票の内容に不備がなければ、 
  詳細画面右上の 
  [登録票確認完了]をクリックしてください。 

② 承認ステータスが「登録票確認完了」と 
  なったことを確認してください。 

             <ZEBプランナ―登録票> 
１枚目 ２枚目（ZEB相談窓口一覧）※複数ある場合のみ 
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11. 登録証交付・公表・計画変更 

(1) ZEBプランナー登録証の交付 

  SIIでは内容の確認が完了し、適正であると認めた登録申請者に対して「ZEBプランナー登録証」を交付します。 
  「ZEBプランナー登録証」は、実務担当者へ送付します。 
  再発行できかねますので、大切に保管してください。 
 
 
 
 

(2) SIIホームページでの公表 

  SIIのホームページでは初回公表日以降、原則月1回・毎月最終金曜日にZEBプランナーが公表されます。 
  なお、公表日のお問合せには対応できかねます。各自SIIのホームページで確認してください。 
 
 
 
 

(3) 計画変更について 

  登録完了後、登録情報の変更、ZEBプランニング実績・ZEB以外の省エネ建築物のプランニング実績を 
  追加する場合、「計画変更」の申請が必要となります。手順は以下の通りです。 
 
  ① SIIへ連絡 
     計画変更が発生したら、SIIまで連絡してください。変更内容に応じて、必要書類を案内します。 
 
  ② 申請書類のダウンロード 
     SIIホームページ（https://sii.or.jp）にアクセスし、 
     「ZEBプランナー公募」ページに設置されている「ZEBプランナー登録 計画変更相談票」のエクセルデータを 
     ダウンロードしてください。 
 
  ③ 書類の作成・提出 
     記入例に従って「ZEBプランナー登録 計画変更相談票」を作成し、押印の上、SIIへ送付してください。 
      ＊「ZEBプランナー登録 計画変更相談票」への押印は担当者印や会社印で可とします。 
      ＊提出先は本手引きＰ.１７を参考にしてください。 
      ＊封筒に「平成３１年度 ZEBプランナー登録 変更書類在中」と必ず記入してください。 
      ＊配送状況が確認できる手段（簡易書留等）で送付してください。 
 
  ④ 公表 
     SIIホームページの掲載情報が修正となる場合、原則SIIが不備のない本書類の原本を受領した日以降の 
     ZEBプランナー公表日に合わせて、変更内容をホームページに反映します。 
      ＊不備があった場合はこの限りではありません。 
 


